
ダム管理施設等災害応急復旧業務に関する協定書

（ダム用機械設備）

国土交通省関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所長 丸山 日登志（以下「甲」

という。）と、株式会社○○○○代表取締役 ○○○○（以下「乙」という。）とは、

洪水・地震等で発生した災害（以下「災害」という。）における応急復旧業務（以下

「業務」という。）の実施に関し、次のとおり協定する。

（目的）

第１条 この協定は鬼怒川ダム統合管理事務所（以下「事務所」という。）が管理する

ダム管理施設等（以下「ダム」という。）において発生した災害の応急復旧に関

し、これに必要な建設機械、資材、労力等（以下「建設資機材等」という。）に

ついて、甲乙双方がその確保及び動員の方法を定め、もって災害の拡大防止と被

害施設の早期復旧について、その円滑な運営を期することを目的とする。

（業務の範囲）

第２条 洪水、地震等による被災時のダム用機械設備（放流設備、管理用設備）に関す

る応急復旧作業とする。

（業務の実施区域）

第３条 業務の実施区域は、鬼怒川ダム統合管理事務所が管理する区域とする。

（出動の要請）

第４条 甲は、ダムに災害が発生し必要と認めるときは、被害状況に応じて書面又は電

話等の方法により乙に出動を要請するものとする。

（業務の実施体制）

第５条 乙は、要請を受けた場合、直ちに被災状況を把握し、書面又は電話等の方法に

より支所長に報告し、甲又は支所長の指示による当該被害の応急復旧業務を実施

するものとする。

２．乙は、要請を受け業務を実施する場合、速やかに現場責任者（二級土木施工管

理技士以上の資格を有する者）を定め、書面又は電話等の方法により支所長に報

告するものとする。

３．乙は、災害発生時に甲が連絡体制、人員の確保の可否、資機材の状況等の確認

を実施した場合、速やかに調査し報告するものとする。

（業務の完了）



第６条 第５条第２項で定めた現場責任者は業務を完了したとき電話等の方法により、

直ちに支所長へ報告し、確認を受けるものとする。

（業務の実施報告）

第７条 乙は、業務が完了したときは、作業開始時刻、作業完了時刻及び使用した建設

資機材等を速やかに書面にて支所長に報告するものとする。

（契約の締結）

第８条 甲は第４条により乙に出動を要請したときは、遅滞なく随意契約を締結するも

のとする。なお乙は随意契約の締結にあたり､法定外労働災害補償制度に加入して

いるものとする。

（建設資機材等の提供）

第９条 甲及び乙は、この協定に基づく災害の応急復旧に関し、特別な理由がない限り

相互に建設資機材等を提供するものとする。

（業務の特例）

第１０条 乙は、甲が特に必要として第３条に規定する以外の区域に出動を要請したと

きは、原則としてこれに応ずるものとする。

（費用の請求）

第１１条 乙は、業務完了後当該業務に要した費用を第８条により締結した契約に基づ

き甲に請求するものとする。

（費用の支払）

第１２条 甲は、前条の規定により請求を受けたときは、その内容を精査し、第８条に

より締結した契約に基づき費用を支払うものとする。

（損害の負担）

第１３条 業務の実施に伴い、甲、乙双方の責に期さない理由により第三者に損害をお

よぼしたとき、または建設資機材等に損害が生じたときは、甲乙協議して定め

るものとする。

（有効期限及び解除）

第１４条 この協定の有効期限は令和３年４月１日から令和６年３月３１日までとする。

ただし、乙が取引停止の事実や不渡りの情報、会社更生法・民事再生法の申

請等が有った場合、甲は書面による通告をもって協定解除を行うことができる。

また、乙がやむを得ない事情により、協定解除を書面で甲に求めた場合におい

ても、協定解除を行うことができる。

（訓練等への参加）



第１５条 甲が業務遂行上必要と認められる訓練・研修等に関し、乙の参加を要請する

ことができるものとする。

（協議）

第１６条 この協定に定めない事項または疑義が生じた事項については、その都度甲乙

双方が協議して定めるものとする。

（指名停止期間中の取扱い）

第１７条 乙が関東地方整備局長から、地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名停

止等の措置要領（昭和59年3月29日 建設省厚第91号）に基づく指名停止期間中

は、この協定を適用しない。

（雑則）

第１８条 この協定の証として本書を２通作成し、甲乙記名捺印のうえ各自１通を保有

する。

令和３年 月 日

甲 栃木県宇都宮市平出工業団地１４－３

国土交通省関東地方整備局

鬼怒川ダム統合管理事務所長 丸山 日登志

乙


